
○京田辺市大学連携地域貢献研究事業実施要綱 

令和２年１２月２５日 

告示第１９９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、京田辺市（以下「市」という。）が連携協力に関する協

定を締結している同志社大学、同志社女子大学及び京都府立大学をはじめ幅

広い大学（以下「大学」という。）が有する豊富な知識、技術及び人材を活

用し、市が解決すべき行政課題及び地域課題の解決並びに地域資源の掘り起

こしに資することを目的とした京田辺市大学連携地域貢献研究事業の実施に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（研究の委託対象者） 

第２条 市は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業の実施を大学に委託するこ

ととし、その対象者は、大学に所属する教授、准教授、助教その他の教員及

びこれらの教員を中心に大学院生等で構成されたグループ（以下「研究者等」

という。）とする。 

（委託対象研究） 

第３条 委託の対象となる研究（以下「委託対象研究」という。）は、市域を

主たる研究の対象範囲とし、市が解決すべき行政課題及び地域課題の解決並

びに地域資源の掘り起こしに関するものとする。 

（委託対象経費） 

第４条 委託の対象となる経費は、委託対象研究を実施するために必要な経費

のうち、別表に掲げるものとする。 

２ 市長は、別表に掲げる経費のうち備品購入費について、見積書、仕様書等

の根拠資料の提出を研究者等に求めることができる。 

（委託料等） 

第５条 委託料は、予算の範囲内において、１委託対象研究につき１００万円

を上限とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

２ 委託料の支払対象となる委託対象研究期間は、申請日の属する年度の翌年

度とする。 



（研究の応募申請） 

第６条 研究仕様書に適合する委託対象研究の実施を希望する研究者等（以下

「研究希望者等」という。）は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究応

募申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究計画書 

（２） その他市長が必要と認める書類 

（審査委員会） 

第７条 市長は、前条に規定する応募申請内容の審査を行うため、京田辺市大

学連携地域貢献研究事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置

する。 

２ 審査委員会は、京田辺市大学連携ディスカバリーベースミーティング設置

要綱（令和３年京田辺市告示第２９号）第３条の委員で構成する。 

３ 審査委員会に委員長を置き、委員長は、市長をもって充てる。 

４ 委員長は、審査委員会の議事を運営する。 

５ 委員長に事故があるときは、職務担当副市長がその職務を代理する。 

６ 審査委員会は、市長が招集する。 

７ 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。 

８ 研究希望者等は、審査委員会が必要と認めるときは、応募申請内容に関す

る説明を行うとともに、委員からの質疑に応答しなければならない。 

９ 市長は、第２項に規定する委員が審査委員会に出席したときは、予算の範

囲内で謝礼を支給することができる。 

（委託研究の決定） 

第８条 市長は、審査委員会の内容を尊重し、委託対象研究の採択又は不採択

を決定し、京田辺市大学連携地域貢献研究事業採択（不採択）通知書（別記

様式第２号。以下「結果通知書」という。）により研究希望者等に通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定により採択する委託対象研究（以下「委託研究」とい

う。）の決定にあたり、採択のための条件（以下「採択条件」という。）を



付すことができる。 

（申請の取下げ） 

第９条 前条第１項の規定により委託対象研究が採択された研究希望者等で結

果通知書又はこれに付された採択条件に不服がある者は、当該通知書を受領

した日から１０日以内に京田辺市大学連携地域貢献研究事業取下申請書（別

記様式第３号）により申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る委託研究

の採択の決定はなかったものとみなす。 

（契約の締結） 

第１０条 市長は、第８条の規定により委託対象研究が採択された研究希望者

等が属する大学と委託研究実施に関する契約を締結するものとする。 

（委託料の請求及び支払） 

第１１条 前条に規定する契約を締結した大学（以下「契約大学」という。）

は、京田辺市大学連携地域貢献研究事業請求書（別記様式第４号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、速やかに契約大学

に対し、概算払により委託料を支払うものとする。 

（委託研究の変更） 

第１２条 契約大学に属し、第８条の規定により委託対象研究が採択された研

究希望者等（以下「契約研究者」という。）は、委託研究の内容を変更しよ

うとするときは、あらかじめ市と協議の上、京田辺市大学連携地域貢献研究

事業研究変更承認申請書（別記様式第５号）を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

２ 市長は、前項に規定する変更承認申請書の提出を受け、委託料の額に変更

が生じた場合は、第１０条の変更契約を締結するものとする。 

（実績報告） 

第１３条 契約大学は、委託研究を完了したときは、速やかに京田辺市大学連

携地域貢献研究事業研究実績報告書（別記様式第６号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 京田辺市大学連携地域貢献研究事業研究成果報告書 



（２） 収支決算書 

（３） 委託研究成果品 

（４） 備品購入に係る領収書等の写し（契約研究者の氏名の記入のあるも

の） 

（５） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、

不備又は不足があった場合は契約大学に対し、書類の修正又は追加を依頼す

るものとする。 

３ 契約大学は、前項の依頼があった場合は、速やかに対応しなければならな

い。 

４ 契約大学は、市が委託研究成果を普及するための事業を行うときは、これ

に協力するものとする。 

（委託料の額の確定） 

第１４条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を

審査し、適当と認める場合は、委託料の額を確定し、京田辺市大学連携地域

貢献研究事業委託料確定通知書（別記様式第７号）により契約大学に通知す

るものとする。 

（委託料の返還） 

第１５条 市長は、契約大学が次の各号のいずれかに該当するときは、委託研

究の全部又は一部を取り消し、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を

命ずることができる。 

（１） 委託料を他の用途に使用したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により、委託研究を行ったとき。 

（３） 委託研究の大幅な変更又は中止の申出を行ったとき。 

（４） 委託研究を通じ、法令遵守違反、反社会的活動等があったとき。 

（５） 委託研究の契約内容又は採択条件に違反したとき。 

（６） その他市長が委託研究を適当でないと認めるとき。 

２ 前項の場合において、契約大学は、市長が定める日までに市長が命じる額

を市に返還しなければならない。 

（京田辺市大学連携地域貢献研究事業の事務） 



第１６条 当該事業に関する事務は、大学連携担当課において処理する。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年１２月２５日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２８日告示第２１２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行前に、この告示による改正前の京田辺市及び同志社大学・

同志社女子大学連携研究事業実施要綱第１１条の規定により契約を締結した

委託研究については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年１２月１３日告示第３１９号） 

この告示は、令和５年１月４日から施行する。 

別表（第４条関係） 

項目 内容 

報償費 委託対象研究の実施に必要な知識、情報、専門

的技術による役務等の提供への謝礼 

旅費 先進地の視察時の旅費等 

※国外への旅費を除く。 

需用費 消耗品費、燃料費等 

※食糧費を除く。 

備品購入費 委託対象研究の実施に必要な備品（汎用性の高

い備品（パソコン、カメラ、机、椅子、事務機

器、フリーザー等）を除く。）の購入費 

※委託料総額の２分の１以内で、かつ市長が必

要最低限度の範囲であると認めるものに限る。

役務費 実験時の保険料、アンケートの郵送料等 

外部委託料 委託対象研究の実施に必要な業務の一部を第



三者に委託するために支払われる経費等 

使用料及び賃借料 施設、物品等の使用料及び賃借料 

原材料費 委託対象研究の実施に必要な主要原材料等の

購入に係る経費等 

管理経費 委託対象研究の実施に係る事務経費 

その他 市長が特に必要と認める経費 


